
新たな知財エコシステムの構築へ！
「AI」、「スタートアップ」、「人材・育成」

を考える
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渡辺治氏： （独）工業所有権
情報・研修館理事長：10月で現
在の体制となって20周年を迎

える工業所有権情報・研修館
に本年4月新理事長として就任

前職は東京工業大学教授、理
事副学長、専門は情報工学

清野千秋氏：特許庁審査第三
部バイオ医薬技術担当室長：

大学への出向経験や特許庁の
企画調査部門の経験などから、
大学における知財戦略や産学
連携、スタートアップ支援などに
詳しい

渡部俊也（東京大学未来ビ
ジョン研究センター教授）



ディスカッションポイント

「AI」、「スタートアップ」、「人材」を
テーマに、AIはどこまで進化し、発
明、特許権との関係はどうなってい
くのか。

知財の専門家はAIをどのように活
用するようになるのか

今後重要な課題となる人の移動に
伴う知財のオーナーシップ

大きな変革期にある知財人材育成

などについて議論します。
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スタートアップにおける知財支援
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AIと知財に関して
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DABUSはスティーブン・ターラーによっ
て作られた人工知能（AI）システム

AIによる自律的な発明・創作を保護す
ることを目的として、 AIシステムであ
るDABUSを発明者とする特許出願が
18の国（地域）に出願された

この結果、DABUSの発明者適格性に

ついては、主要な国及び地域におけ
る判断の状況について否定されてい
る



日本でのDABUS出願

• 令和6年5月16日、東京地方裁判所（令和5年（行ウ）
第5001号）

• 「特許法に規定する『発明者』は、自然人に限られる
ものと解するのが相当である」と判示

• ただし今後の制度検討の可能性について含みをも
たせており「AI発明に係る制度設計は、AIがもたらす
社会経済構造等の変化を踏まえ、国民的議論によ
る民主主義的なプロセスに委ねることとし、その他の
AI関連制度との調和にも照らし、体系的かつ合理的
な仕組みの在り方を立法論として幅広く検討して決
めることが、相応しい解決の在り方とみるのが相当
である」としている。
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AIがまだ自律的に発明する能力を獲得していないとしても、

上記のような複雑な問題を考えると、政策立案者は将来の
選択肢について今から検討を始めるのが賢明である。しかし
AIが生み出す発明を一般的な法的定義に当てはめることは、

将来の政策目標を達成するためのイノベーション・エコシステ
ムを設計するための最善のアプローチを法律家に提供する
ことにはならないかもしれない。このプロセスを慎重に進める
ことは不可欠だが、AI技術の進化のスピードが速いことから、

迅速かつ速やかに作業を進めることが肝要となる。・・・・・・
政策立案者が様々な選択肢を検討する際には、基本に立ち
返り、特許制度の根本的な経済的・社会的目標を思い起こ
すことが助けになるだろう。特許法は、発明者の経済的利益
と社会の公益の双方をバランスさせる形で、発明性にインセ
ンティブを与え、それに報いるように設計されている。AIが生

み出した発明を保護するための選択肢を検討する上で、知
的財産法全般の正当性、そして政策目標が重要である。

AIが生み出す発明に備えるために、政策立案者が取りうる行動（３１ｐ）
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スタートアップとAI時代

発明者と権利帰属



元理研高橋氏、iPS特許で和解 理研やヘリオス
などと（2024年5月30日日経新聞から）

理化学研究所の元研究者、高橋
政代氏が代表を務めるビジョンケ
ア（神戸市）などは30日、iPS細胞
関連の特許で理研などと和解し
たと発表した。同特許はiPS細胞
から網膜細胞を製造する特許で、
理研やバイオ新興のヘリオスなど
が特許権を持っているが、高橋氏
はビジョンケアなどでも特許を使
えるよう2021年に国に「裁定」を
請求していた。
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